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本日の御議論

⚫ ガス小売事業者による大口都市ガスの受注調整事案に関連し、昨年９月から１年間、４か月

に１回の頻度で業務改善命令及び業務改善指導に基づく報告を、東邦瓦斯株式会社及び中部

電力ミライズ株式会社より受領することとしている。

⚫ 本日は、昨年12月の各社からの報告内容の概要を御報告する。
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各社の取組に対する確認の観点の整理

⚫ 第532回電力・ガス取引監視等委員会（2024年９月２日）において、各社の取組が改善計画

及び報告に沿ったものになっているか、以下の項目を中心に確認を行うこととされた。

第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）

今回、中心的に
確認する項目
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社内ルールや体制整備・運用の状況及び運用見直しの状況（１／２）

⚫ いずれの事業者についても、外部人材を構成員の過半数に含む組織体を設けている。組織体

の長は外部人材となっている（同組織体による評価や提言等は次回フォローアップで確認予

定。）。

⚫ いずれの事業者についても、競合他社との接触に関するルールなどを制定し、当該ルールの

運用状況等を踏まえ、必要に応じてルールの改定等も進めている。

【競合他社との接触に関するルールの改定例】

✓ 同一部署の同一機会の接触については、複数人分をまとめて申請することを認める。

✓ 役職員による競合他社との懇親会については、通常（懇親会等以外）の競合他社との接触の際に必要となる申請

に加え、所定様式での申請が必要であることを明確化。

【実効性を確保するための取組例】

✓ 社内メールをキーワードでランダム抽出し、モニタリング。

✓ 交際費データと接触に関するルールの遵守状況を突合。
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社内ルールや体制整備・運用の状況及び運用見直しの状況（２／２）

⚫ また、法務部門等が法令遵守の観点から役員会議等のモニタリングを実施しており、いずれ

の事業者においても独占禁止法やガス事業法の観点で問題のある事例はなかったことを確認。

⚫ 社内リニエンシー制度及び社内通報制度については、役職員の理解を深める活動や相談の

ハードルを下げる取組を実施しながら、継続的に周知を進めていることを確認。

【役職員の理解を深める活動例】

✓ イントラネット上にコンプライアンス専門サイトを立ち上げ

✓ トップメッセージの発出に併せた制度の周知

✓ 毎月発信するメールマガジンによる周知

【相談のハードルを下げる取組例】

✓ イントラネットで相談事例を紹介
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第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）

【参考】改善計画及び報告のポイント（他社との接触ルール）
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【参考】改善計画及び報告のポイント（会議モニタリング）
第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）
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【参考】改善計画及び報告のポイント（社内リニエンシー・内部通報）
第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）
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教育・研修の実施計画・実施状況の確認

⚫ いずれの事業者についても、独占禁止法、ガス事業法等の主要法令に関する研修や教育を広

く行っており、研修の後には受講率や理解度等を把握し、実効性を確保していることを確認

した。

【研修等実効性を確保するための取組】

✓ 参加予定者から事前に質問を募集し、当日、講師が回答・解説するようにした。

✓ 自社のみならず関係会社も研修の対象（研修資料の共有を含む。）とし、関係会社を含めた意識向上を図った。

✓ 効率的かつ確実な法令改正情報の収集を目的に、法令改正情報提供サービスを導入した。
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【参考】改善計画及び報告のポイント（教育・研修関連①）
第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）
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【参考】改善計画及び報告のポイント（教育・研修関連②）
第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）
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今後のフォローアップ

⚫ 今回のフォローアップを通じて得られた「気づき」については、事業者にフィードバックし

つつ、次回（本年５月頃を想定）は、以下の項目を中心に確認を行うこととしたい。

第532回電力・ガス取引監視等委員会
資料７抜粋（2024年９月２日）

次回、中心的に
確認する項目


